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年
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月
二
十
二
日

目

次

人
事
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会)

一
ペ
ー
ジ

人
事
委
員
会
規
則

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
二
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
二
年

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中｢

よ
り
高
い｣

を｢

と
異
な
る｣

に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
六
中｢

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の｣

を｢

自
動
車
そ
の
他
の
原
動
機
付
の
交
通
用
具

及
び
自
転
車｣

に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

第
二
十
九
条
の
十
の
三
第
二
項
中｢

同
号
に
定
め
る
期
間
に
係
る
最
後｣

を｢

次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
掲
げ
る
事
由
が
同
号
に
定
め
る
期
間
に
係
る
最
後｣

に
改
め
、｢

、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
そ
の
他
の
離
職
を
す
る
こ
と
、
長
期
間
の
研
修
等
の
た
め
に
旅
行
を

す
る
こ
と
、
勤
務
態
様
の
変
更
に
よ
り
通
勤
の
た
め
負
担
す
る
運
賃
等
の
額
に
変
更
が
あ
る
こ
と
そ
の

他
人
事
委
員
会
の
定
め
る
事
由
が｣

を
削
り
、｢

同
号
に
定
め
る
期
間
に
係
る
最
初｣

を｢

当
該
期
間

に
係
る
最
初｣
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
そ
の
他
の
離
職
を
す
る
こ
と
。

二

長
期
間
の
研
修
等
の
た
め
に
旅
行
を
す
る
こ
と
。
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公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
十
九
年
六
月
二
十
二
日



三

勤
務
場
所
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
公
署
の
移
転
に
伴
い
通
勤
経
路
又
は
通
勤
方
法
に

変
更
が
あ
る
こ
と
。

四

勤
務
態
様
の
変
更
に
よ
り
通
勤
の
た
め
負
担
す
る
運
賃
等
の
額
に
変
更
が
あ
る
こ
と
。

五

そ
の
他
人
事
委
員
会
の
定
め
る
事
由
が
生
ず
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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送
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